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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要

綱

第
一

雇
用
関
係
助
成
金
等
の
見
直
し

一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

１
～
４

（
略
）

５

両
立
支
援
等
助
成
金
制
度
の
改
正

出
生
時
両
立
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(一)

そ
の
雇
用
す
る
男
性
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
十
四
日
以
上
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
日
以
上
）
の
育

児
休
業
を
取
得
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
出
生
時
両
立
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
を
受
け
、
か
つ
、
育
児
休
業
の
取

得
に
関
す
る
当
該
被
保
険
者
と
の
面
談
そ
の
他
の
当
該
被
保
険
者
に
お
け
る
育
児
休
業
の
取
得
に
資
す
る
個
別
的
な

取
組
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
っ
て
、
当
該
取
組
の
実
施
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
も
の
に
対

し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
を
加
算
し
て
支
給
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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イ

労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
十
四
日
以
上
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
日

以
上
）
の
育
児
休
業
を
取
得
し
た
男
性
被
保
険
者
が
初
め
て
生
じ
た
事
業
主

五
万
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す

る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
六
万
円
）
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
十
万
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事

業
主
に
あ
っ
て
は
、
十
二
万
円
）
）

ロ

労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
十
四
日
以
上
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
日

以
上
）
の
育
児
休
業
を
取
得
し
た
男
性
被
保
険
者
（
当
該
年
度
に
イ
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
十
四
日

以
上
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
日
以
上
）
の
育
児
休
業
を
初
め
て
取
得
し
た
被
保
険
者
を
除
く
。
）

が
生
じ
た
事
業
主

二
万
五
千
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
三
万
円
）
（
中
小
企
業
事

業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
万
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
六
万
円
）
）

介
護
離
職
防
止
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(二)
イ

介
護
離
職
防
止
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
要
件
の
う
ち
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
介
護
休
業
を
取
得
さ

せ
た
中
小
企
業
事
業
主
に
対
す
る
助
成
の
要
件
に
つ
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
介
護
休
業
を
し
た
日
数
を
合
算
し

た
日
数
を
五
日
以
上
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。
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ロ

介
護
離
職
防
止
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
要
件
の
う
ち
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
就
業
と
介
護
と
の
両

立
に
資
す
る
制
度
を
利
用
さ
せ
た
中
小
企
業
事
業
主
に
対
す
る
助
成
の
要
件
に
つ
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
当
該

制
度
を
利
用
し
た
日
数
を
合
算
し
た
日
数
を
二
十
日
以
上
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

育
児
休
業
等
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(三)

育
児
休
業
等
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
要
件
の
う
ち
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達

す
る
ま
で
の
子
の
看
護
等
の
た
め
の
有
給
休
暇
（
労
働
基
準
法
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
と
し

て
与
え
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
取
得
さ
せ
た
中
小
企
業
事
業
主
に
対
す
る
助
成
の
要
件
に
つ
い
て
、
当
該
被
保

険
者
が
当
該
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
時
間
数
を
十
時
間
（
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い

が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
が
当
該
中
小
企
業
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
当
該
配
偶
者
の
取
得
時
間
と
合
計
し
て
十
時
間
）
以
上
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

女
性
活
躍
加
速
化
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(四)
イ

女
性
活
躍
加
速
化
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
要
件
の
う
ち
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る

法
律
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
定
め
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に



- 4 -

関
す
る
取
組
を
実
施
し
た
こ
と
と
す
る
要
件
を
、
当
該
取
組
を
実
施
し
、
当
該
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
定
め
る

数
値
目
標
を
達
成
し
た
こ
と
と
す
る
要
件
に
改
め
、
支
給
額
を
四
十
七
万
五
千
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
中

小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
六
十
万
円
）
に
増
額
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

ロ

女
性
管
理
職
比
率
達
成
時
の
加
算
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

６

（
略
）

７

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
制
度
の
改
正

賃
金
規
定
等
改
定
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(一)

中
小
企
業
事
業
主
に
お
い
て
、
そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
等
の
賃
金
を
増
額
し
た
場
合
の
加
算
措
置
に
つ

い
て
、
現
行
の
加
算
措
置
を
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
増
額
し
た
場
合
の
加
算
措
置
と
す
る
と
と

も
に
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
増
額
し
た
場
合
の
加
算
措
置
を
設
け
、
当
該
中
小
企
業
事
業
主
に
対
し
、
次
の
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
を
加
算
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

イ

そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
有
期
契
約
労
働
者
等
に
つ
い
て
、
賃
金
を
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
増
額
し
た
事
業
主
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次
の

又
は

に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

(イ)

(ロ)

(イ)

(ロ)

生
産
性
要
件
に
該
当
し
な
い
事
業
主

対
象
者
一
人
に
つ
き
二
万
三
千
七
百
五
十
円

(イ)

生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主

対
象
者
一
人
に
つ
き
三
万
円

(ロ)
ロ

そ
の
雇
用
す
る
合
理
的
に
区
分
さ
れ
た
有
期
契
約
労
働
者
等
に
つ
い
て
、
賃
金
を
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
増
額

し
た
事
業
主

次
の

又
は

に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

(イ)

(ロ)

(イ)

(ロ)

生
産
性
要
件
に
該
当
し
な
い
事
業
主

対
象
者
一
人
に
つ
き
一
万
二
千
三
百
五
十
円

(イ)

生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主

対
象
者
一
人
に
つ
き
一
万
五
千
六
百
円

(ロ)選
択
的
適
用
拡
大
導
入
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(二)
イ

事
業
主
が
、
そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
等
に
つ
い
て
、
雇
用
環
境
・
均
等
局
長
が
定
め
る
処
遇
の
改
善

を
図
る
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
労
使
合
意
に
基
づ
く
社
会
保
険
の
選
択
的
適
用
拡
大
（
ロ
に
お
い
て
「
選
択
的
適

用
拡
大
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
主
に
対
し
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る
事
業
主

(イ)

(ロ)

の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(イ)

(ロ)

生
産
性
要
件
に
該
当
し
な
い
事
業
主

一
の
事
業
所
に
つ
き
十
四
万
二
千
五
百
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(イ)
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っ
て
は
、
十
九
万
円
）

生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主

一
の
事
業
所
に
つ
き
十
八
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
二

(ロ)
十
四
万
円
）

ロ

イ
の
事
業
主
が
、
労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
択
的
適
用
拡
大
の
措
置
に
よ
り
社

会
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
の
体
系
的
な
処
遇
の
改
善
そ
の
他
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
措
置
並
び
に
能
力
の

開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
実
施
し
、
か
つ
、
当
該
者
に
適
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
主

に
対
し
、
一
の
事
業
所
に
つ
き
七
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
十
万
円
）
を
加
算
し
て
支
給
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ

イ
の
事
業
主
が
、
そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
等
の
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
す
る
措
置
を
講
じ

た
場
合
（
当
該
措
置
に
よ
り
当
該
有
期
契
約
労
働
者
等
が
社
会
保
険
の
被
保
険
者
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ

っ
て
は
、
当
該
事
業
主
に
対
し
、
次
の

又
は

に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に

(イ)

(ロ)

(イ)

(ロ)

定
め
る
額
を
加
算
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

生
産
性
要
件
に
該
当
し
な
い
事
業
主

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
賃
金
の
増
額
の
割
合
の
区
分
に
応
じ

(イ)

(ⅰ)

(ⅵ)
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て
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

(ⅰ)

(ⅵ)

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
一
万
四
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(ⅰ)
っ
て
は
、
一
万
九
千
円
）

三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
二
万
二
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(ⅱ)
っ
て
は
、
二
万
九
千
円
）

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
三
万
六
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(ⅲ)
っ
て
は
、
四
万
七
千
円
）

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て

(ⅳ)
は
、
六
万
六
千
円
）

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
七
万
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(ⅴ)
っ
て
は
、
九
万
四
千
円
）

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

対
象
者
一
人
に
つ
き
九
万
九
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万

(ⅵ)
二
千
円
）
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生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
賃
金
の
増
額
の
割
合
の
区
分
に
応
じ
て

(ロ)

(ⅰ)

(ⅵ)

そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

(ⅰ)

(ⅵ)

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
一
万
八
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(ⅰ)
っ
て
は
、
二
万
四
千
円
）

三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
二
万
七
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(ⅱ)
っ
て
は
、
三
万
六
千
円
）

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
四
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(ⅲ)
っ
て
は
、
六
万
円
）

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
六
万
三
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ

(ⅳ)
っ
て
は
、
八
万
三
千
円
）

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
八
万
九
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に

(ⅴ)
あ
っ
て
は
、
十
一
万
九
千
円
）

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

対
象
者
一
人
に
つ
き
十
二
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
十
六

(ⅵ)
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万
六
千
円
）

短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延
長
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(三)

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
一
時
間
以
上
五
時
間
未
満
延
長
す
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
の
助
成
に
係
る
要
件
の
う

ち
、
賃
金
規
定
等
改
定
コ
ー
ス
助
成
金
又
は
選
択
的
適
用
拡
大
導
入
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
の
措
置
と
併
せ
て

講
ず
る
こ
と
と
す
る
要
件
を
、
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
要
件
に
改
め
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
制
度
に
関
す
る
暫
定
措
置
の
延
長

(四)

選
択
的
適
用
拡
大
導
入
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
及
び
短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延
長
コ
ー
ス
助
成
金
の
暫
定

措
置
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

８
～

（
略
）

11

二

（
略
）

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


